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平成２６年８月４日「第１回子育て支援員（仮称）に関する検討会」参考資料５

参考資料７子 育 て 支 援 員（ 仮 称 ）の従事要件等の整理

事 業 事 業 内 容 保 育 従 事 者 等 子 育 て 支 援 員 職 員 の 配 置

小規模保育 保育を必要とする乳幼児を保育 保育士 保育士 保育士。

(Ａ型) することを目的とする施設（利用

小規模保育 定員が６人以上１９人以下である 保育士 保育士 半数以上は保育士。

(Ｂ型) ものに限る ）において、保育を 保育従事者 保育従事者。

行う事業。 (市町村長が行う研修を修了した者) ［子育て支援員（共通研修＋保育コース ］）

小規模保育 家庭的保育者 家庭的保育者 家庭的保育者１人が保育すること

(Ｃ型) 認定研修＋市町村長が行う研修 認定研修＋子育て支援員（共通研修＋保 ができる乳幼児の数は、３人以下。

を修了した者 育コース） ただし、家庭的保育者が、家庭的保

家庭的保育補助者 家庭的保育補助者 育補助者とともに保育する場合に

(市町村長が行う研修を修了した者) ［子育て支援員（共通研修＋保育コース ］ は、５人以下。）

家庭的保育 乳幼児を家庭的保育者の居宅そ 家庭的保育者 家庭的保育者 家庭的保育者１人が保育すること

の他の場所において、家庭的保育 認定研修＋市町村長が行う研修 認定研修＋子育て支援員（共通研修＋保 ができる乳幼児の数は、３人以下。

者による保育を行う事業。 を修了した者 育コース） ただし、家庭的保育者が、家庭的保

家庭的保育補助者 家庭的保育補助者 育補助者とともに保育する場合に

(市町村長が行う研修を修了した者) ［子育て支援員（共通研修＋保育コース ］ は、５人以下。）

一時預かり 家庭において保育を受けること 保育士 保育士 半数以上は保育士。

が一時的に困難となった乳幼児に 保育従事者 保育従事者

ついて、主として昼間において、 (市町村長が行う研修を修了した者) ［子育て支援員（共通研修＋保育コース ］）

保育所その他の場所において、一 保育士と見なされる保育従事者 保育士と見なされる保育従事者 ※ １日当たり平均利用児童数３人

時的に預かり、必要な保護を行う (家庭的保育者と同等の研修を修了 （家庭的保育者と同等の研修を修了した者） 以下の施設においては、家庭的保育

事業。 した者) 者と同等の研修を受けた者を保育士

と見なすことができる。

事業所内保育 保育士 保育士 保育士。

( 人以上)20
事業所内保育 保育士 保育士 半数以上は保育士。

( 人以下) 保育従事者 保育従事者19
(市町村長が行う研修を修了した者) ［子育て支援員（共通研修＋保育コース ］）

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ アドバイザー

ｾﾝﾀｰ 提供会員 提供会員

（市町村長が行う研修を修了した ［子育て支援員（共通研修＋保育コース ］）

※２４時間以上の研修を修了した者）

者が活動を行うことが望ましい
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放課後児童ク 小学校に就学しているおおむね 放課後児童支援員 放課後児童支援員 職員は２人以上配置することと

、 。ラブ 歳未満の児童であって、その保 補助員 補助員 し うち１人以上は有資格者とする10
［子育て支援員(共通研修＋放課後児童コース)］護者が労働等により昼間家庭にい

ないものに、授業の終了後児童厚

生施設等の施設を利用して適切な

遊び及び生活の場を与えて、その

健全な育成を図る事業。

乳児院・児童 補助的職員 補助職員

［子育て支援員(共通研修＋社会的養護コース)］養護施設

地域子育て支 乳幼児及びその保護者が相互の 専任の職員 専任の職員

援拠点 交流を行う場所を開設し、子育て ［子育て支援員（共通研修 ］）

についての相談、情報の提供、助

言その他必要な支援を行う事業。

利用者支援事 子ども又はその保護者の身近な 専任の職員 専任の職員

［ （ ）］業 場所で、教育・保育施設や地域の 子育て支援員 共通研修＋相談援助コース

子育て支援事業等の情報提供及び

必要に応じ相談・助言等を行うと

ともに、関係機関との連絡調整等

を実施する事業


